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令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１０号様式１（表）を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第１条 県の徴収金の賦課徴収について、次の左欄に掲げる書類の

様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

（書類の様式）

第１条 県の徴収金の賦課徴収について、次の左欄に掲げる書類の

様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

書類の種類 様式 書類の種類 様式

�～� 省略 �～� 省略

� 県税並びに特別法人事業税及び地方法人特別税に

係る更正又は決定及び加算金額の決定の通知書並び

に納額告知書

省略 � 県税 及び地方法人特別税に

係る更正又は決定及び加算金額の決定の通知書並び

に納額告知書

省略

�～� 省略 �～� 省略

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

１９０



第１０号様式１ 通知書兼不足税額等納額告知書

（表）
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告 示
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�愛媛県告示第２８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２８８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付している改正前の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則第１０号様式１の規定による通知書兼不足税額等納額告知

書は、改正後の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則第１０号様式１の規定による通知書兼不足税額等納額告知書とみなす。

�愛媛県告示第２８９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和２年３月２７日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

坂 見 歯 科 医 院 西条市新町２３３番地５ 令和２年１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
かんクリニック

南宇和郡愛南町御荘平城
１５９０ 令和２年１月４日

（変更前）
菅外科胃腸科医院

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

有限会社ハルキヤ薬局 四国中央市三島中央二丁
目１２－４ 令和２年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社廣島屋 四国中央市土居町上野乙１５６
番地２ ケアサポートセンター愛 四国中央市土居町上野乙１５６

番地８ 令和元年１１月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社げんきステーション 宇和島市三間町則１２９６番地 訪問看護げんきステーション 宇和島市三間町則１２９６番地 令和２年１月１９日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 指定通所介護事業所デイサー
ビスセンター砥部オレンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７番地 令和２年３月３１日

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

１９２
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�愛媛県告示第２９２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９３号
愛媛県環境影響評価技術指針（平成１１年５月愛媛県告示第７３９号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。ただし、

改正後の愛媛県環境影響評価技術指針第７条、別表第１及び別表第２の規定は、同日以後に愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例

第１号）第７条に規定する公告をした事業について適用し、同日前に当該公告をした事業については、なお従前の例による。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社げんきステーション 宇和島市三間町則１２９６番地 訪問看護げんきステーション 宇和島市三間町則１２９６番地 令和２年１月１９日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 指定通所介護事業所デイサー
ビスセンター砥部オレンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７番地 令和２年３月３１日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

瀬戸内海病院 今治市北宝来町二丁目４
番地９

社会医療法人生
きる会

令和５年
３月２５日
まで

改 正 後 改 正 前

（環境影響評価の項目の選定）

第７条 対象事業に係る環境影響評価の項目の選定は、次に掲げる

各環境要素の区分に対応した範囲内において、次項から第８項ま

でに定めるところにより行うものとする。

� 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、

予測及び評価されるべき環境要素（第４号に掲げるものを除

く。）

ア 省略

イ 水環境

� 水質（地下水の水質を除く。以下同じ。） 水の汚れ、

水の濁り、水温、富栄養化、溶存酸素量、水素イオン濃

度、有害物質等等

� 省略

� 地下水 地下水の塩素イオン濃度、地下水の水位、地下

水の流れ等

�～� 省略

ウ 土壌に係る環境その他の環境（ア及びイに掲げるものを除

く。）

� 省略

� 地盤 地下水の水位の低下による地盤沈下、土地の安定

性等

�・� 省略

�・� 省略

� 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境

要素

ア 省略

イ 温室効果ガス等 メタン、二酸化炭素等

（環境影響評価の項目の選定）

第７条 対象事業に係る環境影響評価の項目の選定は、次に掲げる

各環境要素の区分に対応した範囲内において、次項から第８項ま

でに定めるところにより行うものとする。

� 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、

予測及び評価されるべき環境要素（第４号に掲げるものを除

く。）

ア 省略

イ 水環境

� 水質（地下水の水質を除く。以下同じ。） 水の汚れ、

水の濁り、水温、富栄養化、溶存酸素量、水素イオン濃

度 等

� 省略

� 地下水 地下水の塩素イオン濃度、地下水の水位

等

�～� 省略

ウ 土壌に係る環境その他の環境（ア及びイに掲げるものを除

く。）

� 省略

� 地盤 地下水の水位の低下による地盤沈下

等

�・� 省略

�・� 省略

� 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境

要素

ア 省略

イ 温室効果ガス等 二酸化炭素等

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

１９３



別表第１の１�を次のように改める。

２～８ 省略

（事後調査後の検討結果の整理）

第２１条 前条の規定による事後調査の結果に基づき環境保全措置の

検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理

するものとする。

�～� 省略

� 第１６条第１項各号に掲げる事項

�・� 省略

２～８ 省略

（事後調査後の検討結果の整理）

第２１条 前条の規定による事後調査の結果に基づき環境保全措置の

検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理

するものとする。

�～� 省略

� 第１６条各号 に掲げる事項

�・� 省略

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

１９４



� 緑資源幹線林道その他の林道に係るもの
愛

媛
県

報
令
和
２
年
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月
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日

第
９１
号
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別表第１の２�を次のように改める。

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

１９６



� ダムに係るもの
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

１９７



別表第１の４及び５を次のように改める。

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

１９８



４ 飛行場事業に係る参考項目
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

１９９



５ 発電所事業に係る参考項目

� 水力発電所に係るもの

愛
媛

県
報

令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号
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� 火力発電所に係るもの
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

２０１



� 太陽電池発電所に係るもの
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

２０２



� 風力発電所に係るもの
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号
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別表第１の６�を次のように改める。

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２０４



� 廃棄物最終処分場に係るもの
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

２０５



別表第１の７及び８を次のように改める。

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２０６



７ 埋立事業及び干拓事業に係る参考項目
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

２０７



８ 土地区画整理事業に係る参考項目
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

２０８



別表第１の１０及び１１を次のように改める。

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２０９



１０ 流通業務団地造成事業に係る参考項目
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

２１０



１１ 宅地造成事業に係る参考項目
愛

媛
県

報
令
和
２
年
３
月
２７
日

第
９１
号

２１１



次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第９条関係） 参考手法 別表第２（第９条関係） 参考手法

参考項目 参考手法 参考項目 参考手法

環境要素

の区分

影響

要因

の区

分

調査の手法 予測の手法
環境要素

の区分

影響

要因

の区

分

調査の手法 予測の手法

１

大

気

質

�

硫

黄

酸

化

物

ア

工

事

の

実

施

１ 調査すべき情報

� 二酸化硫黄の濃

度の状況

� 気象の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報（次に掲げる情

報については、それ

ぞれ次に定める方法

を用いられたものと

する。）の収集並び

に当該情報の整理及

び解析

� 二酸化硫黄の濃

度の状況

環境基準におい

て定められた二酸

化硫黄に係る大気

の汚染についての

測定の方法

� 風の状況

気象業務法施行

規則（昭和２７年運

輸 省 令 第１０１号）

第１条の２又は第

１条の３に基づく

技術上の基準によ

る測定の方法

３ 調査地域

硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて調

査地域における硫黄

酸化物に係る環境影

響を受けるおそれが

あると認められる地

域

４ 調査地点

硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて調

査地域における硫黄

酸化物に係る環境影

１ 予測の基本的

な手法

事例の引用又

は解析

２ 予測地域

調査地域のう

ち、硫黄酸化物

の拡散の特性を

踏まえて硫黄酸

化物に係る環境

影響を受けるお

それがあると認

められる地域

３ 予測地点

硫黄酸化物の

拡散の特性を踏

まえて予測地域

における硫黄酸

化物に係る環境

影響を的確に把

握できる地点

４ 予測対象時期

等

工事により硫

黄酸化物に係る

環境影響が最大

になる時期

１

大

気

質

�

硫

黄

酸

化

物

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２１２



響を予測し、及び評

価するために適切か

つ効果的な地点

５ 調査期間等

� 硫黄酸化物の拡

散の特性を踏まえ

て調査地域におけ

る硫黄酸化物に係

る環境影響を予測

し、及び評価する

ために適切かつ効

果的な期間及び時

期

� 各季節ごとに各

１週間

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 二酸化硫黄の濃

度の状況

� 気象の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報（次に掲げる情

報については、それ

ぞれ次に定める方法

を用いられたものと

する。）の収集並び

に当該情報の整理及

び解析

� 二酸化硫黄の濃

度の状況

環境基準におい

て定められた二酸

化硫黄に係る大気

の汚染についての

測定の方法

� 風の状況

気象業務法施行

規則

第１条の２又は第

１条の３に基づく

技術上の基準によ

る測定の方法

３ 調査地域

硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて調

査地域における硫黄

酸化物に係る環境影

響を受けるおそれが

あると認められる地

１ 省略

２ 予測地域

調査地域のう

ち、硫黄酸化物

の拡散の特性を

踏まえて硫黄酸

化物に係る環境

影響を受けるお

それがあると認

められる地域

３ 予測地点

硫黄酸化物の

拡散の特性を踏

まえて予測地域

における硫黄酸

化物に係る環境

影響を的確に把

握できる地点

４ 省略

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 二酸化硫黄の濃

度の状況

� 気象の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報（次に掲げる情

報については、それ

ぞれ次に定める方法

を用いられたものと

する。）の収集並び

に当該情報の整理及

び解析

� 二酸化硫黄の濃

度の状況

環境基準におい

て定められた二酸

化硫黄に係る大気

の汚染についての

測定の方法

� 風の状況

気象業務法施行

規則（昭和２７年運

輸 省 令 第１０１号）

第１条の２又は第

１条の３に基づく

技術上の基準によ

る測定の方法

３ 調査地域

硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて調

査地域における硫黄

酸化物に係る環境影

響を受けるおそれが

ある 地

１ 省略

２ 予測地域

調査地域のう

ち、硫黄酸化物

の拡散の特性を

踏まえて硫黄酸

化物に係る環境

影響を受けるお

それがある

地域

３ 予測地点

硫黄酸化物の

拡散の特性を踏

まえて予測地域

における硫黄酸

化物に係る環境

影響を的確に把

握できる時期

４ 省略

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号
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域

４ 調査地点

硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて調

査地域における硫黄

酸化物に係る環境影

響を予測し、及び評

価するために適切か

つ効果的な地点

５ 調査期間等

� 原則として１年

間（気象の状況に

ついて、高層の気

象を調査する場合

にあっては、各季

節 ご と に 各１週

間）

� 硫黄酸化物の拡

散の特性を踏まえ

て調査地域におけ

る硫黄酸化物に係

る環境影響を予測

し、及び評価する

ために適切かつ効

果的な期間及び時

期又は各季節ごと

に各１週間

域

４ 調査地点

硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて調

査地域における硫黄

酸化物に係る環境影

響を予測し、及び評

価するために適切か

つ効果的な地点

５ 調査期間等

原則として１年間

（気象の状況につい

て、高層の気象を調

査する場合にあって

は、各季節ごとに各

一週間）

�

窒

素

酸

化

物

ア

工

事

の

実

施

１ 調査すべき情報

� 二酸化窒素の濃

度の状況

� 気象の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報（次に掲げる情

報については、それ

ぞれ次に定める方法

を用いられたものと

する。）の収集並び

に当該情報の整理及

び解析

� 二酸化窒素の濃

度の状況

環境基準におい

て定められた二酸

化窒素に係る大気

の汚染についての

測定の方法

� 風の状況

気象業務法施行

規則第１条の２又

省略 �

窒

素

酸

化

物

ア

工

事

の

実

施

１ 調査すべき情報

気象の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報

の収集並び

に当該情報の整理及

び解析

省略

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２１４



は第１条の３に基

づく技術上の基準

による測定の方法

３～５ 省略 ３～５ 省略

イ

省略

イ

省略

�・

�

省略

�・

�

省略

�

粉

じ

ん

等

ア

工

事

の

実

施

１ 調査すべき情報

� 粉じん等の状況

� 気象の状況

２～５ 省略

省略 �

粉

じ

ん

等

ア

工

事

の

実

施

１ 調査すべき情報

気象の状況

２～５ 省略

省略

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 粉じん等の状況

� 気象の状況

２～５ 省略

省略 イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

気象の状況

２～５ 省略

省略

�

有

害

物

質

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 有害物質（塩化

水素、ダイオキシ

ン類等）の濃度の

状況

� 省略

２ 省略

３ 調査地域

有害物質の拡散の

特性を踏まえて有害

物質に係る環境影響

を受けるおそれがあ

ると認められる地域

４・５ 省略

省略 �

有

害

物

質

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 有害物質（塩化

水素及びダイオキ

シン ）の濃度の

状況

� 省略

２ 省略

３ 調査地域

有害物質の拡散の

特性を踏まえて有害

物質に係る環境影響

を受けるおそれがあ

る 地域

４・５ 省略

省略

２～

４

省略

２～

４

省略

５

水

質

�

省略

５

水

質

�

省略

�

水

ア

省略

�

水

ア

省略

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号
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の

濁

り

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

�～� 省略

� 水温の状況

２ 省略

３ 調査地域

浮遊物質の拡散の

特性を踏まえて水の

濁りに係る環境影響

を受けるおそれがあ

ると認められる地域

並びに当該地域より

上流の地域で当該地

域の浮遊物質の予測

及び評価に必要な情

報を把握できる地域

４・５ 省略

省略 の

濁

り

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

�～� 省略

２ 省略

３ 調査地域

浮遊物質の拡散の

特性を踏まえて水の

濁りに係る環境影響

を受けるおそれがあ

る地域

４・５ 省略

省略

�～

�

省略

�～

�

省略

�

有

害

物

質

等

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 有害物質等の状

況

� 流れの状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報（有害物質等の

状況については、環

境基準において定め

られた人の健康の保

護に関する項目の測

定の方法並びにダイ

オキシン類による大

気の汚染、水質の汚

濁（水底の底質の汚

染を含む。）及び土

壌の汚染に係る環境

基準において定めら

れたダイオキシン類

の測定の方法を用い

ら れ た も の と す

る。）の収集並びに

当該情報の整理及び

解析

３ 調査地域

水域の特性及び有

害物質等の変化の特

性を踏まえて有害物

質等に係る環境影響

を受けるおそれがあ

ると認められる地域

４ 調査地点

１ 予測の基本的

な手法

� 有害物質等

の物質の収支

に関する計算

� 事例の引用

又は解析

２ 予測地域

調査地域のう

ち、水域の特性

及び有害物質等

の変化の特性を

踏まえて有害物

質等に係る環境

影響を受けるお

それがあると認

められる地域

３ 予測地点

水域の特性及

び有害物質等の

変化の特性を踏

まえて予測地域

における有害物

質等に係る環境

影響を的確に把

握できる地点

４ 予測対象時期

等

事業活動が定

常状態になる時

期及び有害物質

等に係る環境影

響が最大になる

時期
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水域の特性及び有

害物質等の変化の特

性を踏まえて調査地

域における有害物質

等に係る環境影響を

予測し、及び評価す

るために必要な情報

を適切かつ効果的に

把握できる地点

５ 調査期間等

水域の特性及び有

害物質等の変化の特

性を踏まえて調査地

域における有害物質

等に係る環境影響を

予測し、及び評価す

るために必要な情報

を適切かつ効果的に

把握できる期間及び

時期

６

省略

６

省略

７

地

下

水

�・

�

省略

７

地

下

水

�・

�

省略

�

地

下

水

の

流

れ

ア

工

事

の

実

施

１ 調査すべき情報

� 地下水の状況

� 地下水の利用状

況

� 地形及び地質の

状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報の収集並びに当

該情報の整理及び解

析

３ 調査地域

水象の特性及び地

下水の利用状況を踏

まえて地下水の流れ

に係る環境影響を受

けるおそれがあると

認められる地域

４ 調査地点

水象の特性及び地

下水の利用状況を踏

まえて調査地域にお

ける地下水の流れに

係る環境影響を予測

し、及び評価するた

１ 予測の基本的

な手法

事例の引用又

は解析

２ 予測地域

調査地域のう

ち、水象の特性

及び地下水の利

用状況を踏まえ

て地下水の流れ

に係る環境影響

を受けるおそれ

があると認めら

れる地域

３ 予測地点

水象の特性及

び地下水の利用

状況を踏まえて

調査地域におけ

る地下水の流れ

に係る環境影響

を的確に把握で

きる地点

４ 予測対象時期

等

工事による地

下水の流れに係
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めに必要な情報を適

切かつ効果的に把握

できる地点

５ 調査期間等

水象の特性を踏ま

えて調査地域におけ

る地下水の流れに係

る環境影響 を 予 測

し、及び評価するた

めに必要な情報を適

切かつ効果的に把握

できる期間及び時期

る環境影響が最

大になる時期

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 地下水の状況

� 地下水の利用状

況

� 地形及び地質の

状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報の収集並びに当

該情報の整理及び解

析

３ 調査地域

水象の特性及び地

下水の利用状況を踏

まえて地下水の流れ

に係る環境影響を受

けるおそれがあると

認められる地域

４ 調査地点

水象の特性及び地

下水の利用状況を踏

まえて調査地域にお

ける地下水の流れに

係る環境影響を予測

し、及び評価するた

めに必要な情報を適

切かつ効果的に把握

できる地点

５ 調査期間等

水象の特性を踏ま

えて調査地域におけ

る地下水の流れに係

る環境影響 を 予 測

し、及び評価するた

めに必要な情報を適

切かつ効果的に把握

できる期間及び時期

１ 予測の基本的

な手法

事例の引用又

は解析

２ 予測地域

調査地域のう

ち、水象の特性

及び地下水の利

用状況を踏まえ

て地下水の流れ

に係る環境影響

を受けるおそれ

があると認めら

れる地域

３ 予測地点

水象の特性及

び地下水の利用

状況を踏まえて

調査地域におけ

る地下水の流れ

に係る環境影響

を的確に把握で

きる地点

４ 予測対象時期

等

事業活動が定

常状態であり、

適切に予測でき

る時期
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８・

９

省略

８・

９

省略

１０

水

環

境

そ

の

他

�

流

向

及

び

流

速

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

流況の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報の収集並びに当

該情報の整理及び解

析

３ 調査地域

流況特性を踏まえ

て流向及び流速に係

る環境影響を受ける

おそれがあると認め

られる地域

４ 調査地点

流況特性を踏まえ

て調査地域における

流向及び流速に係る

環境影響を予測し、

及び評価するために

適切かつ効果的な地

点

５ 調査期間等

原則として１年間

１ 予測の基本的

な手法

� 省略

� 水理模型実

験

２・３ 省略

１０

水

環

境

そ

の

他

�

流

向

及

び

流

速

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

流況の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報の収集並びに当

該情報の整理及び解

析

３ 調査地域

流況特性を踏まえ

て流向及び流速に係

る環境影響を受ける

おそれがある

地域

４ 調査地点

流況特性を踏まえ

て調査地域における

流向及び流速に係る

環境影響を予測し、

及び評価するために

適切かつ効果的な地

点

５ 調査期間等

原則として１年間

１ 予測の基本的

な手法

� 省略

� 数理模型実

験

２・３ 省略

１１

省略

１１

省略

１２

地

盤

�

省略

１２

地

盤

�

省略

�

土

地

の

安

定

性

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

土地の安定性の状

況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報の収集並びに当

該情報の整理及び解

析

３ 調査地域

対象事業が実施さ

れるべき区域及びそ

の周辺の区域

４ 調査地点

土地の特性を踏ま

えて調査地域におけ

る土地の安定性に係

る環境影響 を 予 測

し、及び評価するた

１ 予測の基本的

な手法

土地の安定性

について、表層

土壌や地質の改

変の程度を把握

した上で、斜面

安定解析等の土

質工学的手法

２ 予測地域

土地の特性を

踏まえて土地の

安定性に係る環

境影響を受ける

おそれがあると

認められる地域

として、調査地

域に準ずる。

３ 予測対象時期

等
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めに適切かつ効果的

な地点

５ 調査時期等

土地の特性を踏ま

えて調査地域におけ

る土地の安定性に係

る環境影響 を 予 測

し、及び評価するた

めに適切かつ効果的

な時期

土地の特性を

踏まえて土地の

安定性に係る環

境影響を的確に

把握できる時期

１３

そ

の

他

の

環

境

要

素

�

省略

１３

そ

の

他

の

環

境

要

素

�

省略

�

反

射

光

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 調査すべき情報

� 土地利用の状況

� 地形の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

及び現地調査による

情報の収集並びに当

該情報の整理及び解

析

３ 調査地域

反射光の特性を踏

まえて反射光に係る

環境影響を受けるお

それがあると認めら

れる地域

４ 調査地点

反射光の特性を踏

まえて調査地域にお

ける反射光に係る環

境影響を予測し、及

び評価するために適

切かつ効果的な地点

５ 調査期間等

反射光の特性を踏

まえて調査地域にお

ける反射光に係る環

境影響を予測し、及

び評価するために適

切かつ効果 的 な 期

間、時期及び時間帯

１ 予測の基本的

な手法

事例の引用又

は解析

２ 予測地域

調査地域のう

ち、反射光の特

性を踏まえて反

射光に係る環境

影響を受けるお

それがあると認

められる地域

３ 予測対象時期

等

反射光の特性

を踏まえて反射

光に係る環境影

響を的確に把握

できる時期

�

風

車

の

影

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

１ 調査すべき情報

� 土地利用の状況

� 地形の状況

２ 調査の基本的な手

法

文献その他の資料

による情報の収集及

び当該情報の整理

３ 調査地域

１ 予測の基本的

な手法

等時間の日影

線を描いた日影

図の作成

２ 予測地域

調査地域のう

ち、土地利用及

び地形の特性を
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存

在

及

び

供

用

土地利用の状況及

び地形の特性を踏ま

えて風車の影に係る

環境影響を受けるお

それがあると認めら

れる地域

４ 調査地点

土地利用の状況及

び地形の特性を踏ま

えて調査地域におけ

る風車の影に係る環

境影響を予測し、及

び評価するために適

切かつ効果的な地点

５ 調査期間等

土地利用の状況及

び地形の状況を適切

に把握することがで

きる時期

踏まえて風車の

影に係る環境影

響を受けるおそ

れがあると認め

られる地域

３ 予測地点

土地利用の状

況及び地形の特

性を踏まえて予

測地域における

風車の影に係る

環境影響を的確

に把握できる地

点

４ 予測対象時期

等

事業活動が定

常状態となる時

期及び風車の影

に係る環境影響

が最大になる時

期

１４～

１８

省略

１４～

１８

省略

１９

廃

棄

物

等

�

廃

棄

物

ア

省略

１９

廃

棄

物

等

�

廃

棄

物

ア

省略

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 予測の基本的

な手法

� 事業活動に

伴い発生する

廃棄物の種類

ごとの発生の

特性の把握

� 適切な処理

及び処分の方

策の把握

２ 省略

３ 予測対象時期

等

� 事業活動が

定常状態とな

り、適切に予

測できる時期

� 事業の終了

時

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 予測の基本的

な手法

事業活動に伴

い発生する廃棄

物の種類ごとの

発生の特性の把

握

２ 省略

３ 予測対象時期

等

事業活動が定

常状態となり、

適切に予測でき

る時期

�

省略

�

省略

２０

温

室

効

�

メ

タ

ン

ア

土

地

又

１ 調査すべき情報

対象事業において

処分する廃棄物の組

成

１ 予測の基本的

な手法

事例の引用又

は解析

２０

温

室

効
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果

ガ

ス

等

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

２ 予測地域

対象事業が実

施されるべき区

域

３ 予測対象時期

等

事業活動が定

常状態となり、

適切に予測でき

る時期

果

ガ

ス

等

�

二

酸

化

炭

素

ア

工

事

の

実

施

１ 調査すべき情報

建 設 機 械、作 業

船、車両等のエネル

ギー消費効率

１ 予測の基本的

な手法

建設機械、作

業船、車両等の

稼働に伴い発生

する二酸化炭素

の排出に関する

計算

２ 予測地域

対象事業が実

施されるべき区

域及び二酸化炭

素の排出に関す

る計算を適切に

行うために必要

な地域

３ 予測対象時期

等

工事期間

�

二

酸

化

炭

素

イ

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 予測の基本的

な手法

� 省略

� 事業活動に

伴い発生する

二酸化炭素の

排出に関する

計算

２ 予測地域

対象事業が実

施されるべき区

域及び二酸化炭

素の排出に関す

る計算を適切に

行うために必要

な地域

３ 省略

ア

土

地

又

は

工

作

物

の

存

在

及

び

供

用

１ 予測の基本的

な手法

� 省略

� 事業活動に

伴い発生する

二酸化炭素の

排出の特性を

把 握 し た 上

で、同種の事

業活動による

排出量との比

較

２ 予測地域

対象事業が実

施されるべき区

域

３ 省略
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�������
�愛媛県告示第２９４号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 和気地区 平成２９年度から
令和元年度まで

松山市（和気地
区）の地籍図及び
地籍簿

２ 認証年月日

令和２年３月２７日

�������
�愛媛県告示第２９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、松山市浅海原地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第７項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・浅海原地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

令和２年３月３０日から４月２４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第２９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西予市野村町野村、阿下地域に係る県営土地改良事業計画を

定めたので、同条第７項において準用する同法第８７条第５項の規定

により、次のとおり土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・野村地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

令和２年３月３０日から４月２４日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁及び野村支所

�������
�愛媛県告示第２９７号
令和２年３月１６日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

河 野 昌 博 愛媛県西予市
愛媛県西予市宇和町
�枝８１９番１ほ か５
筆

６，１４７

薬師寺 祐 希 愛媛県西予市 愛媛県西予市宇和町
明間６２８番ほか５筆 ５，０６４

大 星 諭 志 愛媛県西予市
愛媛県西予市城川町
男河内２４８８番ほか１
筆

３，１６３

小笠原 優 愛媛県西予市 愛媛県西予市城川町
魚成６７０６番２ ２，０７０

藤 川 忠 男 愛媛県西予市
愛媛県西予市城川町
高野子４５５６番ほか１
筆

２，５５３

２ 認可年月日

令和２年３月１８日

�������
�愛媛県告示第２９８号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

備考１～８ 省略

９ この表において「土地の安定性」とは、太陽電池発

電所を設置するために造成等が行われる傾斜地におい

て、土地の形状が保持される性質をいう。

１０ この表において「反射光」とは、太陽電池に入射し

た太陽光が反射し、住居等保全対象に到達する現象を

いう。

１１ この表において「風車の影」とは、影が回転して地

上に明暗が生じる現象をいう。

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

備考１～８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略
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令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立所在す

る市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３００号
津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）第５３

条第１項の規定に基づき、次のとおり津波災害警戒区域を指定する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 津波災害警戒区域

宇和島市、八幡浜市、伊方町及び愛南町の区域（次の図に示す

部分に限る。）

２ 基準水位

次の図のとおり

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部土木管理局土木管

理課技術企画室、南予地方局建設部、愛南土木事務所及び八幡浜土

木事務所並びに宇和島市、八幡浜市、伊方町及び愛南町に備えて一

般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２９９号
海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示第２７６号）の一部を次のように改正する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

番号
海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域 番号

海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域

１ ・ ２

省 略

１ ・ ２

省 略

１ 省

略

１ 省

略

２ 廃止 ２ 燧灘

沿岸

川之

江漁

港海

岸

川之

江市

川之

江市

長

１点から４点までを

順次結んだ線及び４点

と１点を結んだ線によ

り囲まれた区域

１点は、川之江市川

之江町東浜北側番外６７０

番地の２地先に設置さ

れた標柱

２点は、１点から２０８

度３７０メートルの地点

３点は、２点から２９１

度７５メートルの地点

４点は、３点から２８

度３７０メートルの地点

３～１８３

省 略

３～１８３

省 略

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２２４
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�愛媛県告示第３０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市角野土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年３月２７日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第３０１号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項及び第５条第２項の規定により、次のとおり海岸保全区域を指定する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３０２号
愛媛県管理港湾区域（昭和４５年９月愛媛県告示第８５５号）の一部を次のように改正する。

令和２年３月２７日

三島・川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第３０４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

海 岸 名 市 町 主 管 省 管 理 者 区 域

燧灘沿岸川
之江海岸

四国中央市 国土交通省 四国中央市
長

基点１から基点４までを順次結んだ線並びに基点４及び基点１を結んだ線により囲まれた区域
基点の表示（角度の表示は、真北）
基点１は、四国中央市川之江町４１００―１２９番地地先の標柱
基点２は、基点１から１０８度３０分０２秒７５．００メートルの地点
基点３は、基点２から２０５度１７分４７秒３７０．００メートルの地点
基点４は、基点３から２９１度３４分５７秒７５．００メートルの地点

改 正 後 改 正 前

三島・川之江港港湾区域

四国中央市三島金子１９５６番地地先井関川左岸河口突端（北緯３３度

５８分４４秒、東経１３３度３２分２４秒）から３１０度１，６２５メートルの地点ま

で引いた線、同地点から２４０度８７０メートルの地点まで引いた線、同

地点から３４３度１，１００メートルの地点まで引いた線、同地点から５５度

６，５７０メートルの地点まで引いた線、同地点から１４１度に引いた線及

び陸岸により囲まれた海面。ただし、四国中央市川之江町４０８７―５９

番地地先城山下護岸（北緯３４度００分４７秒、東経１３３度３３分５５秒）の

地点から３０７度５５分２９秒３６０．１２メートルの地点まで引いた線、同地

点から２７度４１分５３秒４３０．９８メートルの地点まで引いた線、同地点か

ら１２７度５５分３３秒３９８．７８メートルの地点まで引いた線及び陸岸によ

り囲まれた海面の区域を除く。

三島・川之江港港湾区域

伊予三島市金子１９５６番地地先 井関川左岸河口突端（北緯３３度

５８分４４秒、東経１３３度３２分２４秒）から３１０度１，６２５メートルの地点ま

で引いた線、同地点から２４０度８７０メートルの地点まで引いた線、同

地点から３４３度１，１００メートルの地点まで引いた線、同地点から５５度

６，５７０メートルの地点まで引いた線、同地点から１４１度に引いた線及

び陸岸により囲まれた海面。ただし、漁港漁場整備法（昭和２５年法

律第１３７号）の規定により指定された川之江漁港

の区域を除く。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第１３５１０号 平成２８年
８月２８日 花菱電設 眞田 一則 西条市丹原町願連寺１９６

－７
令和２年
２月２５日

土木工事業
とび・土工工事業
電気工事業、管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－３０）第１６３４９号 平成３０年
７月１７日 友延産業 渡部 倫大 今治市徳重２３２－１０ 令和２年

２月１９日
土木工事業
とび・土工工事業
解体工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２８）第１１３４３号 平成２８年
１２月６日 伊豫物産� 中内 健太 今治市徳重２７８－８ 令和２年

２月２６日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２２５
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�愛媛県告示第３０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線
四国中央市中之庄町字浦夫１９６番地先から

同町字西縄１６００番１地先まで

旧 ４．０～５．０ ０．１３０

新 ５．０～５．２ ０．１３０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線

越智郡上島町弓削�司浦１３９６番２から

同町弓削�司浦１３９６番２まで
旧 ９．３～１５．７ ０．０１１

越智郡上島町弓削�司浦１３９６番３から

同町弓削�司浦１３９６番３まで
新 ９．３～１８．６ ０．０１１

〃 〃

越智郡上島町弓削�司浦１４００番２から

同町弓削�司浦７７番２まで
旧 ９．８～１２．３ ０．０２７

越智郡上島町弓削�司浦１４００番３から

同町弓削�司浦７７番２まで
新 １４．２～２５．１ ０．０２７

〃 〃

越智郡上島町弓削大谷７０番３から

同町弓削大谷７０番３まで
旧 １４．９～１８．３ ０．０２３

越智郡上島町弓削大谷７０番３から

同町弓削大谷７０番３まで
新 １５．９～１９．５ ０．０２３

〃 〃

越智郡上島町弓削大谷６３番２から

同町弓削大谷６３番２まで
旧 ２３．８～２５．３ ０．０１３

越智郡上島町弓削大谷６３番２から

同町弓削大谷６３番２まで
新 ２３．８～３０．６ ０．０１３

〃 〃

越智郡上島町弓削大谷９７番２から

同町弓削大谷１０４番３まで
旧 １０．３～１１．７ ０．０１３

越智郡上島町弓削大谷９７番２から

同町弓削大谷１０４番３まで
新 １２．９～１４．４ ０．０１３

〃 〃

越智郡上島町弓削狩尾１番４から

同町弓削狩尾１番４まで
旧 １５．７～１６．７ ０．０１２

越智郡上島町弓削狩尾１番７から

同町弓削狩尾１番７まで
新 ２．３～２３．２ ０．０１２

〃 〃

越智郡上島町弓削狩尾１番２から

同町弓削狩尾１番２まで
旧 １３．４～１５．６ ０．００９

越智郡上島町弓削狩尾１番２から

同町弓削狩尾１番２まで
新 １４．４～１５．７ ０．００９

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２２６
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�愛媛県告示第３０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

宇和島市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

令和２年３月２７日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

吉田町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年３月２７日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第３０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市拝志７１４番２から

同市拝志７１５番２まで
令和２年３月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市菅沢町乙４２７番１６から

同町甲７９５番３まで

旧 ５．４～２６．９
１３．０～２２．５

０．１５４
０．０５３

新 １３．０～２２．５ ０．０５３

〃 湯山北条線
松山市菅沢町乙４２７番１６から

同町甲７９５番３まで

旧 ５．４～２６．９
１３．０～２２．５

０．１５４
０．０５３

新 １３．０～２２．５ ０．０５３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 家 康 生 宇和島市吉田町立間２番耕地１０１１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 島 朗 伯 宇和島市佐伯町２丁目２番４０号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

宇和島市三間町則６７番１地先から

同町則４９６番地先まで
旧 ５．８～１０．０ ０．０８５

県 道 西谷吉田線
宇和島市三間町則６７番１地先から

同町則４９６番地先まで
新 ５．８～１０．０ ０．０８５

宇和島市三間町則６７番１から

同町則４９６番まで
新 ６．３～１０．０ ０．０９７

愛 媛 県 報令和２年３月２７日 第９１号

２２７



公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣及びコンサルティ

ング業務委託（令和２年６月から令和３年３月分）

� 委託業務名及び数量

愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣及びコンサルティ

ング業務委託（令和２年６月から令和３年３月分）一式

� 委託業務の内容等

入札説明書による。

� 委託期間

ア 委託期間

契約締結の日から令和３年３月３１日（水）まで

イ 委託業務に係る成果品の納入期限

令和３年３月３１日（水）

� 委託業務に係る成果品の納入場所

契約書による。

� 入札方法

ア 入札書に記載する入札金額は、本業務に係る全てを含む額

とする。なお、詳細については、入札説明書を参照すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� ＩＳＯ２７００１の認証及びＰマーク（プライバシーマーク）を

取得していること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県総務部行財政改革局行革分権課働き方改革グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２２９

� 入札書の受領期限

令和２年５月７日（水）午後２時まで

� 入札説明書の交付方法

令和２年３月２７日（金）から同年４月６日（月）までの執務

時間中（月曜日から金曜日まで（祝日を除く。）の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。以下同じ。）に�に掲げる場
所で交付する。

� 開札の日時及び場所

令和２年５月７日（木）午後２時

愛媛県庁第二別館５階土木部入札室

� 入札書の提出方法

持参又は郵便（書留郵便に限る。）により提出すること。加

入電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めな

い。

� 郵便による入札の取扱い

郵便による入札の場合は、入札書は、令和２年５月１日（金）

午後５時１５分までに、�に掲げる場所に必着のこと。
４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加資

格審査申請書を知事に提出し、入札参加資格の確認を受ける

こと。競争入札参加資格審査申請書は、持参して提出するこ

ととし、郵便又は電送によるものは、受け付けない。

� 受付期間

令和２年３月２７日（金）から同年４月７日（火）までの

執務時間中

� 受付場所

３の�に掲げる場所
イ この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に基

づき提案内容を記載した資料を提出すること。

� 受付期間

令和２年３月２７日（金）から同年４月２８日（火）までの

執務時間中

� 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に定める資格を有しない者及び入札者に求められる義務を

履行しなかった者の提出した入札書及び提案内容を記載した資

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西谷吉田線

宇和島市三間町則６７番１地先から

同町則４９６番地先まで
令和２年３月２７日

宇和島市三間町則６７番１から

同町則４９６番まで
〃
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料は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

地方自治法施行令第１６７条の１０の２第３項に規定する総合評

価一般競争入札により落札者を決定するものとし、愛媛県会計

規則第１３３条第１項の規定に基づいて定められた予定価格の制

限の範囲内の価格をもって入札を行った者のうち、価格その他

の条件が愛媛県にとって最も有利な入札を行った者を落札者と

する。

なお、落札者決定基準の詳細は、入札説明書による。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Consignment ＆ Consulting of Ehime Prefecture General

Affairs，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，７May２０２０

（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，１May２０２０）

� For further information，please contact：Workstyle Reform

Group，Administrative Reform and Decentralization Division，

Administrative and Financial Reform Subdepartment，General

Affairs Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２２２９

�������
�公 告

二級建築士試験及び木造建築士試験の施行（令和２年３月６日付

け公告）の一部を次のように変更する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

３を次のように変更する。

３ 受験申込手続

� 郵送による受験申込み

ア 受験申込書は、令和２年３月２５日（水）から同年４月１３日

（月）までの間に、イ�に掲げる提出先に簡易書留郵便で送
付すること。ただし、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

イ 受験申込書の請求先及び提出先

� 請求先

①公益財団法人建築技術教育普及センターのホームペー

ジからインターネットにより請求

②公益財団法人建築技術教育普及センター受験申込書配

布係に、氏名、送付先住所、電話番号、試験種別・区

分を明記のうえ、ＦＡＸで請求

� 提出先

公益財団法人建築技術教育普及センター本部

（〒１０２―００９４東京都千代田区紀尾井町３番６号

紀尾井町パークビル）

� インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成１６年以降

に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込みをした者の

うち、それぞれこれらの試験の申込みに必要な個人情報の使用

について、あらかじめ承諾をしている者に限り行うことができ

る。

令和２年４月１３日（月）午前１０時から２０日（月）午後４時ま

での間に、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームペ

ージ（https://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力

して申し込むこと。

� 受付場所における受験申込み

受付場所における受験申込みは、実施しない。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県警察インターネットシステムの借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県警察インターネットシステム一式（ハードウェア一式、

ソフトウェア一式、業務アプリケーション一式、搬入・据付け・

配線・調整等一式を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和２年８月１日から令和７年７月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、令和２・３・

４年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２
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公安委員会規則

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

令和２年５月１４日（木）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和２年５月１４日（木）午後１時３０分

愛媛県警察本部２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 事前提出書類の受領期限

公告の日から令和２年５月７日（木）午後５時１５分まで。

� 納入予定物品申出書の受領期限

公告の日から令和２年４月２０日（月）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Ehime

Police Internet System，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，１４，May，２０２０

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県公安委員会規則第５号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年３月２７日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（広報県民課）

第２３条 広報県民課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 犯罪被害者支援（犯罪の被害者の被害の回復、安全の確保又

は精神的打撃の軽減に資するための警察の施策をいう。）に関

する企画、調査及び総合調整に関すること。

	 犯罪被害者等給付金に関すること。


 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に

関する法律（平成２０年法律第８０号）第３条第１項に規定する給

付金に関すること。

� 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律（平成２８年法律第

７３号）第３条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～	 省略

（広報県民課）

第２３条 広報県民課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～	 省略


 犯罪被害者支援（犯罪の被害者の被害の回復、安全の確保又

は精神的打撃の軽減に資するための警察の施策をいう。）に関

する企画、調査及び総合調整に関すること。
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（厚生課）

第３０条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（少年課）

第３５条 少年課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律（平成１５年法律第８３号）に関すること

（生活環境課の所掌に属するものを除く。）。

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

�～
 省略

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律のうち、インターネット異性紹介事業の

規制等に関すること 。

�・� 省略

（サイバー犯罪対策課）

第３６条の２ サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさど

る。

� 省略

 インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯

の取締りに関すること。

� 前号に掲げるもののほか、生活安全部の所掌に属する法令違

反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに

関すること。

� 情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生

活の安全と平穏に関すること。

� 情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。

第５９条 省略

（犯罪被害者支援室）

第５９条の２ 広報県民課に、犯罪被害者支援室を附置する。

２ 犯罪被害者支援室は、第２３条第８号から第１１号までの事務をつ

かさどる。

３ 犯罪被害者支援室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又

は一般職員をもって充てる。

� 犯罪被害者等給付金に関すること。

� オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に

関する法律（平成２０年法律第８０号）第３条第１項に規定する給

付金に関すること。

� 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律（平成２８年法律第

７３号）第３条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（厚生課）

第３０条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 職員の生活相談に関すること。

� 省略

	 省略

（少年課）

第３５条 少年課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

�～
 省略

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律（平成１５年法律第８３号）に関すること

（サイバー犯罪対策課の所掌に属するものを除く。）。

�・� 省略

（サイバー犯罪対策課）

第３６条の２ サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさど

る。

� 省略

 サイバー犯罪の取締りに関すること。

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律に規定する犯罪の取締りに関すること。

� 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第

１２８号）に関すること。

第５９条 省略
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４ 室長は、上司の命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理し、

部下職員を指揮監督する。

（ＩＣＴ高度化推進室）

第６０条 省略

（照会センター）

第６１条 省略

第６３条 省略

（落とし物コールセンター）

第６３条の２ 会計課に、落とし物コールセンターを附置する。

２ 落とし物コールセンターは、第２８条第６号の事務をつかさど

る。

３ 落とし物コールセンターに、センター長を置き、警視の階級に

ある警察官又は一般職員をもって充てる。

４ センター長は、上司の命を受け、落とし物コールセンターの事

務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

（薬物・銃器対策室）

第７４条 省略

（組織犯罪捜査室）

第７５条 組織犯罪対策課に、組織犯罪捜査室を附置する。

２ 組織犯罪捜査室は、第４１条各号の事務をつかさどる。

３ 組織犯罪捜査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をも

って充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、組織犯罪捜査室の事務を掌理し、部

下職員を指揮監督する。

（警察署）

第７９条 省略

２・３ 省略

４ 警察署に、別表に定める課及び通信室のほか、必要に応じ街頭

犯罪対策隊及び組織犯罪対策隊を置く。

５～９ 省略

別表（第７９条関係）

（ＩＣＴ高度化推進室）

第５９条の２ 省略

（照会センター）

第６０条 省略

（犯罪被害者支援室）

第６１条 警務課に、犯罪被害者支援室を附置する。

２ 犯罪被害者支援室は、第２６条第１０号から第１３号までの事務をつ

かさどる。

３ 犯罪被害者支援室に、室長を置き、警視の階級にある警察官を

もって充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理し、

部下職員を指揮監督する。

第６３条 省略

（行政対象暴力対策室）

第７４条 組織犯罪対策課に、行政対象暴力対策室を附置する。

２ 行政対象暴力対策室は、第４１条第１号及び第３号（行政対象暴

力に関するものに限る。）の事務をつかさどる。

３ 行政対象暴力対策室に、室長を置き、警視の階級にある警察官

をもって充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、行政対象暴力対策室の事務を掌理

し、部下職員を指揮監督する。

（薬物・銃器対策室）

第７５条 省略

（警察署）

第７９条 省略

２・３ 省略

４ 警察署に、別表に定める課及び通信室のほか、必要に応じ街頭

犯罪対策隊 を置く。

５～９ 省略

別表（第７９条関係）

警察署名 課名 警察署名 課名

省略 省略

愛媛県新居浜警察署、愛媛県今

警察署、愛媛県松山西警察署、

愛媛県松山南警察署及び愛媛県

宇和島警察署

省略 愛媛県新居浜警察署、愛媛県今

警察署、愛媛県松山西警察署

及び愛媛県

宇和島警察署

省略
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選挙管理委員会告示
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附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和２年３月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県東温市第一支部 新 田 泰 史 大 北 榮 二 東温市横河原１３５０－５ 令和２年１月１４日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

松木崇後援会 藤 本 秀 行 大 本 雅 代 西条市三津屋３８８ 令和２年２月２５日

�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和２年３月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県エルピ
ーガス支部 �須賀 秀 行 会 計 責 任 者 本 田 拓 也 長 井 伸 弥 令和元年５月２８日

国民民主党愛媛県第４区
総支部 白 石 洋 一 主たる事務所の所在地 松山市大手町一丁目１－６ 八幡浜市江戸岡一丁目１－１ 令和元年９月２日

会 計 責 任 者 佐々木 宜 夫 都 築 且

自由民主党愛媛県支部連
合会 戒 能 潤之介 会 計 責 任 者 大 西 誠 渡 部 浩 令和元年９月４日

立憲民主党愛媛県連合 武 内 則 男 主たる事務所の所在地 新居浜市西の土居町二丁目１３－
４３ 今治市旭町一丁目５－４ 令和元年９月５日

会 計 責 任 者 西 原 司 福 田 剛

愛媛県松山南警察署 警務課

会計課

留置管理課

生活安全課

地域課

刑事第一課

刑事第二課

交通課

警備課

省略 省略
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自由民主党弓削支部 前 田 省 二 会 計 責 任 者 山 下 正 弘 今 岡 忠 令和元年１０月１日

自由民主党今治支部 福 羅 浩 一 会 計 責 任 者 村 上 信太郎 矢 野 寿 樹 令和元年１０月４日

自由民主党中山支部 武 智 実 主たる事務所の所在地 伊予市中山町中山酉７８ 伊予市中山町中山卯４０４ 令和元年１０月２５日

代 表 者 武 智 実 田 中 弘

会 計 責 任 者 田 中 弘 井 上 勝 博

自由民主党愛媛県宇和島
市第三支部 赤 松 泰 伸 会 計 責 任 者 細 川 泰 谷 脇 利 夫 令和元年１２月３０日

自由民主党愛媛県遺族会
支部 乗 松 悟 会 計 責 任 者 矢 野 経 子 池 見 健 弌 令和２年２月１７日

自由民主党２１世紀愛媛を
つくる会 白 石 隆 代 表 者 白 石 隆 西 原 純 一 令和２年２月１７日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

ながえ孝子サポーターズ
愛媛 西 嶋 吉 光 会 計 責 任 者 田 渕 紀 子 永 江 弘 喜 令和２年２月２日

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

全国ＬＰガス政治連盟愛
媛県支部 �須賀 秀 行 会 計 責 任 者 本 田 拓 也 長 井 伸 弥 令和元年５月２８日

愛媛県電気工事工業組合
政治連盟 木 村 泰 浩 代 表 者 木 村 泰 浩 越 智 光 孝 令和元年５月３１日

会 計 責 任 者 木 村 泰 浩 越 智 光 孝

中村一雅後援会 松 木 泰 会 計 責 任 者 小笠原 稔 松 本 計 夫 令和元年１０月８日

明日の宇和島を創る会 岡 原 文 彰 政 治 団 体 の 名 称 明日の宇和島を創る会 文彰会 令和元年１０月１０日

会 計 責 任 者 本 山 陽 子 井 上 嘉 道

岡原文彰後援会 川 井 昌 子 会 計 責 任 者 本 山 陽 子 井 上 嘉 道 令和元年１０月１０日

くろかわ理恵子後援会 黒 川 睦 夫 主たる事務所の所在地 西条市大町６７９－１４ 西条市大町４３１－６ 令和元年１１月１日

ふくら浩一後援会 阿 部 克 也 主たる事務所の所在地 今治市別宮町六丁目４－１９ 今治市別宮町六丁目４－２２ 令和２年１月１０日

全日本不動産政治連盟愛
媛県本部 上 谷 進 会 計 責 任 者 沖 野 錬太郎 戸 玉 伸 治 令和２年１月２０日

赤松泰伸後援会 和 家 賢 二 会 計 責 任 者 細 川 泰 谷 脇 利 夫 令和２年１月２２日

南の風を創る会 赤 松 泰 伸 会 計 責 任 者 細 川 泰 谷 脇 利 夫 令和２年１月２２日

新時代戦略研究会 西 岡 新 主たる事務所の所在地 今治市大新田町一丁目２－１７ 今治市郷本町一丁目３－４０ 令和２年１月２３日

吉村直城後援会 田 中 秀 典 会 計 責 任 者 福 岡 敬 人 中 田 睦 令和２年１月３１日

幸福実現党松山南後援会 水 沼 善 会 計 責 任 者 露 口 礼 子 濱 石 昭 令和２年２月７日

日本遺族政治連盟愛媛県
本部 乗 松 悟 会 計 責 任 者 矢 野 経 子 池 見 健 弌 令和２年２月１７日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和２年３月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県参議院選挙区第二
支部 冨 永 幸 伸 令和元年１０月２１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

ら く さ ぶ ろ う 後 援 会 冨 永 幸 伸 令和元年１０月２１日

青 空 え ひ め の 会 西 嶋 吉 光 令和元年１２月３１日

浅 田 良 治 後 援 会 中 村 守 令和元年１２月３１日

西 岡 政 則 後 援 会 山 本 義 � 令和元年１２月３１日

新 田 さ と し 後 援 会 新 田 聡 令和元年１２月３１日

森 達 正 後 援 会 芥 川 正 令和元年１２月３１日

近藤良二と新居浜の未来を考える会 近 藤 良 二 令和２年１月２３日

田 中 み き 後 援 会 田 中 美 紀 令和２年２月１０日

森田浩二後援会 白 石 則 廣 主たる事務所の所在地 新居浜市船木甲４６８１－１ 新居浜市中萩町１－４０ 令和２年２月１９日

日本第一党愛媛県本部 福 田 智 幸 主たる事務所の所在地 四国中央市中之庄町２９５－２ 西条市三津屋南５－２７ 令和２年２月２６日

令和２年３月２７日 発行
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